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　改正刑事訴訟法等に関する意見交換会に随行して
　刑事裁判への被害者として参加します
全国犯罪被害者の会in 関西「凶悪犯罪被害者の叫び」
　1. 開会挨拶
　2. 被害者の叫び
　3．弁護士の立場から

　4．パネルディスカッション（要約）
　5．総括
　6．閉会挨拶・アンケートから
活動報告
第13 回 全国犯罪被害者の会 大会（2014）のお知らせ
幹事会、関東・関西集会 報告
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　東京高等裁判所第10 刑事部（裁判長：村瀬均）は
今年の6 月と10 月、2 件立て続けに裁判員裁判の死
刑判決を覆し、無期懲役を言い渡した。同じ裁判官に
よる驚くべき独善である。
　そもそも、裁判員制度は、国民の日常感覚や社会
常識を判決に反映させることによって、従来の職業
的裁判官が陥りやすかった誤りを是正し、司法に対
する国民の信頼を回復することなどを目的として平
成21 年5 月から施行された民主主義的な司法制度
である。この点、裁判所のウエブサイト「裁判員制度
Q&A」にも、「裁判員裁判は、これまでの刑事裁判が国
民にとって理解しにくいものであった反省から、裁判
官と裁判員の知識経験を生かしつつ一緒に判断する
ことにより、より国民の理解しやすい裁判を実現する
ことを目的に提案されました。一言で言うと、裁判の
進め方や内容に、国民の視点、感覚が反映されていく
ことになる結果、裁判全体に対する国民の理解が深
まり、司法が、より身近なものとして信頼も一層高ま
ることが期待されて導入されました」とある。
　ところが、2 件の東京高裁判決は、過去の裁判例に
照らすと、死刑の選択がやむを得ないものとは言え
ないとして、先例を重視する姿勢を鮮明に打ち出し
たのである。
　2 件の東京高裁判決は、次の点で、国民の感覚から
著しく乖離している。
　6 月判決の事案は、妻を刺殺し、幼少の2 人の子供

も殺害しようとして自宅に放火し、娘を焼死させた
事件に対して懲役20 年の刑に服した被告人が、満期
で出所後、わずか半年で、本件の強盗殺人を敢行し、1
名を殺害したというものである。東京高裁は、「（死刑
を選択した裁判員裁判の）原判決は、被告人に人の命
を奪う重大な前科がありながら、服役後短期間のう
ちに本件に及んだことを相当重視したものと思われ
る。」「しかし、一般情状である前科を死刑選択に当た
り重視する場合、これまでの裁判例には一定の傾向
がみられることに十分に留意する必要がある」とし、

「この点に関する先例の量刑傾向をみると」と述べ、
殺害された被害者が1 名の強盗殺人の事例で死刑が
選択されたのは、「無期懲役刑に処せられ仮出所中の
者が、再度、前科と類似性のある罪を敢行した事案で
ある」から、満期で出所した本件事案はそれにはあた
らず、死刑がやむを得ないとは言えないとして無期
懲役に減刑した。しかし、仮釈放が認められず、満期
で出所する方が受刑態度は不良のことが多いのであ
るから、高裁判決が言うように「被告人は、まじめに
服役して全ての刑期を終えてその執行を終了してい
る」ことを良情状とする裁判官の感覚こそ、一般国民
の常識からかけ離れているものである。
　一方、10 月判決の事案は、被告人が、マンションに
侵入し、当時21 歳の女性に包丁を突き付け、両手首
をストッキングで縛りあげて、現金やキャッシュカー
ドなどを奪い、首や胸を何回も突き刺すなどして殺

副代表幹事・弁護士　髙橋正人
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害した強盗殺人事件である。さらに、翌日、再び被害
者のマンションに行き、証拠を隠滅するために放火
して死体を焼いた非道な事案である。そればかりで
はない。住居侵入・窃盗が３件、住居侵入・強盗致傷
事件が１件、住居侵入・強盗致傷・強盗強姦・監禁・
窃盗が１件、強盗致傷が１件、住居侵入・強盗強姦未
遂が１件についても、併合して起訴されている。しか
も、被告人はこれだけの犯罪を、平成21 年9 月16 日
から11 月13 日までの2 か月足らずの間に犯してい
るのである。加えて、被告人は昭和59 年に強盗致傷、
強盗強姦で懲役7 年に処せられ服役し、平成14 年に
住居侵入、強盗致傷で懲役7 年に処せられて服役し
ている。ところが、このような事案でさえも、東京高裁
は、殺害された被害者が1 人で計画性がない場合は、
死刑が選択されないのが先例であるとして、これま
た死刑判決を破棄してしまった。
　確かに計画性は、刑を重くする１つの事情ではあ
る。しかし、これを過大評価すること自体、国民の常識
的な感覚に反しているのではないか。「計画性がなく
ては目的を遂げられない犯罪もあるだろうが、本件
の被告人のように、手あたり次第に住居侵入、窃盗、
強盗、強姦、殺人、放火等を繰り返す犯罪者の存在は、
一般国民にとって恐怖そのもの」だからであり、「それ
を、杓子定規に「計画性なし＝刑が軽くなる事情」と
してきたことが、国民の司法に対する信頼を失わせ
てきた」と、従来から被告人を弁護する職域が多かっ
た弁護士の団体ですら、きっぱりと意見表明をして
いる（犯罪被害者支援弁護士フォーラム（VS フォー

ラム）HP）。
　さらに、被害者が一人だから死刑がやむを得ない
とは言えないとはどういうことか。非道な罪を犯した
加害者の命の重さが、善良な市民の2 名分以上の重さ
があるとは、よくぞ言えたものである。こういったと
ころに、裁判官の感覚が市民の感覚からはずれてい
ると批判されてきたのではないか。
　平成25 年10 月16 日付産経新聞社説によると、2
件の東京高裁の判決の背景には、過去30 年間の裁判
官裁判による死刑・無期懲役が確定した殺人・強盗
殺人事件を調査し、被害者の人数別に先例の傾向を
分析した昨年7 月に公表された最高裁司法研修所の
研究報告があると解説されている。
　同新聞が言うように、もし、国民の常識よりも、たか
だか一研修所の見解を東京高裁が重視したのであれ
ば、国民を見下していると言うほかない。
　東京高裁は、国民の常識や感覚から乖離している
ものである。このような職業的裁判官による先例に
問題があったからこそ、裁判員制度が導入されたは
ずである。それなのに、先例に反するから裁判員の判
断は誤りだというのでは、裁判員制度の否定である。
東京高裁の判決は国民の信頼を裏切るだけでなく、
法を守るべき者が、裁判員法という法制度に挑戦し
ているケースだとも言える。もし、今回の加害者が将
来、仮釈放が認められて出所し、再び罪を犯したら、
一体、誰が責任を取るのであろうか。
　検察庁がこれを上告せず、また、最高裁が破棄しな
いのであれば、国民は司法を信頼しなくなるであろう。

　10 月3 日、犯罪被害者等基本法や犯罪被害者等基
本計画に基づいて創設された刑事裁判がどう変わっ
たか、期待をもって髙橋委員に随行したのだが、正直
に言って失望した。
　刑事裁判は、加害者については将来の生活設計や身
元引受人を調べるなど、その更正、立ち直りに配慮し
ている。被害者を排除していた刑事裁判が「犯罪被害

者のためにもある」（犯罪被害者等基本計画）と変わっ
たのだから、刑事裁判は被害者についても立ち直りの
ための配慮協力しなければならなくなったのだ。出席
者委員の意識はそうなっていないようだ。
　意見交換会で、黙秘権を行使する被告人に対する参
加人の質問が問題となった。答は返ってこないのだか
ら質問しても無駄ではないか、そもそも黙秘権を行使

　法務省は、平成19 年改正刑事訴訟法等の見直しのために、有識者の意見を聴き、質疑応答をする意見交換会を

今年1 月より開催しております。そこでは被害者参加制度3 年後の見直しがされていますが、あすの会からはメン

バーとして高橋正人副代表幹事が毎回出席しております。第5 回意見交換会に随行した岡村顧問は次のように感

想を述べています。

あすの会 顧問　弁護士　岡村　勲

第5回 平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会に随行して
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している被告人に対して質問が許されるか、などが議
論された。
　理不尽な犯罪で家族を奪われた被害者には、加害者
に対して聞きたいこと言いたいことが山ほどある。加
害者に対峙できるのは法廷の場しかなく、これを逃せ
ば生涯その機会は失われてしまう。たとえ加害者が答
えなくても、疑問を糺し、真相に迫りたい。心に残るわ
だかまりや悔しさを加害者にぶっつけたい。黙秘する
加害者の不誠実さを裁判所に見せてやりたい。被害者
が必死の思いで出廷するのはそのためだ。
　裁判を終えて帰宅したとき「加害者は何も答えな
かったけど、言うことは言ってやりましたよ。加害者は
こちらを見ることもできませんでしたよ」と仏前に報
告できる。この「やることはやった」という達成感、充
足感、開放感が大切で、これがなくては、被害者は立ち
直りの一歩を踏み出すことができない。
　「法廷を復讐の場にしてはならない」と言う人がい
るが、自らは安全圏に身を置いて空想でものを考える
人の発言である。これしきのことは復讐でも何でもな

い。現に３年間で問題は起こっていないではないか。こ
の程度のことが許されないなら、裁判は生きた人間の
することではなく、フラスコのなかで蒸留水を作るよ
うなものになってしまう。更に言えば、私は、極悪非道
の加害者が、法廷で言葉による復讐を受けるくらい当
然だと思っている。
　意見陳述についても同様。参加人が複数いる場合
に、同じ内容の意見を次々述べるのは時間の無駄だか
ら人数を制限せよというのも、被害者心理を理解しな
いことに起因する。被害者の心情は複雑で個別的だ。
たとえ家族であっても代理することはできないのだ。
　言いたいことを述べ、聞きたいこと尋ねることが被
害者の癒し、立ち直りに必要不可欠だから、よほどの
ことがない限り制限してはならない。癒しには時間が
かかる。加害者のために費やした捜査や裁判までの時
間に比べると、僅少過ぎるほど僅少だ。時間を惜しん
ではならない。
　訴訟経済、効率優先で、被害者は依然として後回し
にされている、という印象が残った。

　振り返えると、2000 年１月23 日、あすの会の設立
に立ち会っていました。犯罪が社会から必然的に生じ
てしまう、誰もが被害者になる可能性があるという視
点に立ち、被害者のおかれている理不尽で悲惨な現実
を訴え、犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求
めて皆さんと活動を共にしてきました。
　2008 年12 月１日より、刑事裁判における被害者
参加制度が始まりましたが、制度への適用に遡及はな
く、私たちの事件発生から15 年以上が経過して時効も
成立していると考えていました。
　この事件は、1995 年２月28 日16 時30 分過ぎに起
こりました。信者であった叔母の居場所を聞き出すた
め、オウム真理教の信者が、信者でもない父を拉致し、
麻酔を多量に投与し、ナルコという拷問を行い、父を
殺害しました。これらの行為には信者10 数名が関わっ
ていましたが、最も重い罪でも逮捕監禁致死罪で、物
証がないなどの理由から殺人罪としての起訴が見送
られました。父を殺害された被害者としては、真実に
目を逸らされた、納得できない刑事裁判であり、無力
感が漂いました。
　しかし、父の葬儀に多くの方々が参列してくださっ
たことなどから、父の無念をこのまま放置することは

できないと一念発起し、私たちは殺意の有無を確かめ
るために、民事訴訟を起こしました。
　判決において「未必の故意がなかったとはいえな
い」というところまでは進めることができましたが、父
の死の真相には辿り着けていません。
　ところが、2011 年12 月31 日に平田容疑者が出頭
し、逮捕された後に、公訴時効は未成立と聞きました。
逮捕監禁致死罪の公訴時効は10 年ですが、刑事訴訟
法（第254 条）に共犯者の起訴から刑の確定まで時効
が停止する規定があるため、時効は成立していないと
のことでした。
　将来の被害者のために被害者参加制度の確立を求
めてきた私たちが、この事件で参加制度を利用できる
とは思ってもいませんでした。
　私たちが１０余年前には出来なかった、事件の真
相、父の殺害までの様子を直接質問する千載一遇の機
会が訪れました。
　刑事裁判へ参加することにより、事件の真相を究
明することが最大の目的です。しかし、同時に、参加制
度の体験を通して、証人への質問に制限があることな
ど、改善すべき点を確認し、次の活動へ繋げたいとも
考えています。

幹事  假谷　実
（公証人役場事務長逮捕監禁致死事件遺族）

刑事裁判への被害者として参加します
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　「あすの会」が大阪で集会を開きますのは14 年ぶり
でございます。その時は、「あすの会」が発足して9 か
月でありました。
　皆様のご支援を受けて、2 度のヨーロッパ調査を行
い、その調査結果を踏まえて、全国県庁所在地をまわ
り50 か所で犯罪被害者のための刑事司法、訴訟参加、
付帯私訴等を求める街頭署名活動を展開し、約56 万
名の方々のご署名をいただきました。この署名活動と
意見書を国民の意思として国に訴え、その結果2004
年12 月には議員立法による「犯罪被害者等基本法」

が成立しました。裁判は加害者のためだけでなく被害
者のためにもある事が明確になり、犯罪被害者の裁判
への参加制度、そして被害者参加人への交通費・日当
の支給、刑事裁判に引き続いて民事訴訟を起こすこ
とができる損害賠償命令制度の創設、凶悪犯罪事件
の公訴時効の廃止、国費による懸賞金制度、同じく国
費による被害者側弁護人賦与など被害者を取り巻く
環境は大きく変わりました。
　設立趣意書を読み直しますと、犯罪被害者の権利
確立はほぼ実現してきましたが、犯罪被害者の経済
補償制度に関しては実現しておりません。内閣府の下
で「犯給制度の拡充あるいは新しい経済補償制度の
創設」という会議で検討されておりますが、その実現
は楽観できません。
　一方、死刑制度の廃止を求める動きが目立ってきま
した。「あすの会」にも死刑廃止議論の場に参加を求
める招待状が寄せられるようになりました。そこで、
本年１月に、死刑制度の存置を求めて大会を開きまし
た。殺人事件により家族を失った遺族は、犯人自らの
命をもって償ってもらうことで、心のけじめをつけら
れるのです。大切な身内が亡くなったのに、その犯人
が命を全うすることに我慢がならないのです。
　凶悪犯罪被害者の心からの想いに耳を傾けて頂
き、凶悪犯罪を起こした犯人にどの様な刑罰がふさわ
しいのか考え、議論することができれば主催者として
目的を果たすことができると思います。

全国犯罪被害者の会（あすの会）in 関西

凶悪犯罪被害者の叫び〜死刑制度を考えよう
　去る9 月28 日（土）、大阪市・クレオ大阪西において、「全国犯罪被害者の会in 関西大会」が開催されました。社会
を震撼させる凶悪犯罪が日々繰り返されるなか、犯罪被害と無縁な幸せな人たちが死刑廃止をはじめ、犯罪者のため
のさまざまな活動を積極的に行っていますが、犯罪被害者には納得できません。今回は、精神的・経済的に被害者が
どれほど苦しめられているか、当日の被害者の声や、それを支援する弁護士のみなさんの声を要約してお届けします。

1．開会挨拶

1．開会挨拶
2．被害者の叫び

3．弁護士の立場から
4．パネルディスカッション（要約）

5．総　括
6．閉会挨拶

開会の言葉　　　　代表幹事 　松村 恒夫

プ　ロ　グ　ラ　ム
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2．被害者の叫び

　平成23 年3 月12 日夕方、娘は調剤薬局で勤務中に
同僚の男性薬剤師によって刺殺されました。犯人は
数ヶ月前から鞄に包丁を忍ばせ、「誰でもよかった」と
機会をうかがっていたのです。包丁が曲がってしまう
ほどの激しさで20 箇所余りを刺されました。白衣は
血で染まり、黒いコートのように見えました。犯人は
その後、薬局の防犯システムを作動させ施錠をして帰
宅し、翌朝逮捕されるまで、風呂に入りネットやゲー
ムをしていました。
　一方、娘の夫は、妻が帰宅時間を過ぎても連絡が取
れないことに不安を感じ、夜更けに勤務先まで探しに
出かけました。そして日付が変わった頃、薬局内で血
まみれになって倒れている妻の姿を発見したのです。
人生が暗転してしまい、後遺症は未だ完治していま
せん。
　事件から一年後の裁判員裁判では、被告は裁判長
の問いかけにも黙秘を続けました。被害者参加人とし

て出廷した私たち遺族は「極刑（死刑）」を望みまし
たが、判決は「無期懲役」でした。
　検察庁から半年ごとの加害者の処遇通知が届きま
す。記載内容は、執行終了予定時期、収容先、作業名や
改善指導、その他です。それは、単に犯人の生死の確認
ができるだけであり、反省や償いの様子は記されてい
ません。加害者は死ぬまでの時間に制限を受けるもの
の、世情に関係なく日々を過ごすことができるのです。
　加害者が、自分の行為を悔やんだとしても、その罪
を償うことはできません。刑に服し、改心し、善人に
なったとしても、それはその人間に限ったことで、被
害者や遺族には何らの価値も見いだせないのです。
　私たちはかけがえのない家族を喪ったのであり、こ
の事実は未来永劫消えることは無いのです。加害者
がどうなろうと、存在そのものが疎ましいのです。せ
めて加害者がこの世からいなくなれば、加害者に対し
て考える必要がなくなり、娘に思いを寄せるのみとな
るのです。
　殺人は、加害者の手前勝手な屁理屈による最低の
行為です。然らば極刑をもって償われるべきです。　

メッセージ

凶悪な犯人は極刑をもって償いを
清家 政明

　あすの会関西大会の開催、おめでとうございます。
 　会員の皆さんと久しぶりでお会いすることを楽しみにしていたのですが、あいにく風邪をこじら
せて出席できなくなり、残念でなりません。
　あすの会は、この13 年間、犯罪被害者等基本法の制定や被害者の刑事司法参加をはじめ、犯罪被
害者のための司法実現のために力を尽くして参りました。しかし、犯罪被害者が最も望み、国民の
８６パーセントが支持する死刑制度を廃止すべきだとして、執拗に運動する人たちがおります。そ
の人たちの殆どは、犯罪とは無縁の幸せな人たちであります。
　私はその人たちに言いたい。「死刑をなくすることは簡単です。凶悪犯罪を起こさせないようにし
なさい」と。凶悪犯罪は起こさせる、死刑は廃止させる、こんな馬鹿なことがありますか。
　本日は、凶悪犯罪の被害者のご遺族から被害の実情や思いの丈を存分に語って頂くとともに、弁護
士や場内の人たちと死刑について活発な意見を戦わし、犯罪被害者のための正義の実現に向けた大
会になることを期待しております。ありがとうございました。

　あすの会 顧問　岡村 勲

　家族の生命を奪われた５人の凶悪犯罪の被害者遺族が、凄惨な被害の実情と現在の法制度の問題を語りまし
た。あすの会が、死刑制度をなぜ支持するのか、この叫びを聞けば誰もが納得するのではないでしょうか。
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　今から約2 年前に母が妹の元交際相手に強盗目的
で殺害されました。母や妹には何の落ち度もありませ
んでした。被告人は証拠隠滅や死亡時期を偽る為に、
母の遺体をバラバラに切断した上で、骨から全ての
組織を取り除き、頭蓋骨や手足の骨のごく一部を奈
良県の生駒山の藪の中に遺棄し、筋肉や内臓などの
一部を腐った肉だと偽り、ゴミ収集車の人に渡しまし
た。生駒山で見つかった頭蓋骨は、歯は切り落とされ、
脳や眼球も取り除かれていました。司法解剖の先生
は、殺害から遺棄するまでの3、4 日で白骨状態にする
には、骨から筋肉等を取り除き、茹でる等の方法を用
いて骨だけの状態にした可能性も否定できないと指
摘されるほどの残酷な仕様でした。
　被告人は、遺体の遺棄と損壊については一部認め
るものの、殺害に関しては否認しています。捜査段階
から裁判中に至るまで、母の人格を冒涜する話を作り
上げ、二転三転させて真実を話さず、自らが被害者で
あるような言動を繰り返しました。
　第一審では、無期懲役が言い渡されましたが、被告
人は判決を不服とし控訴、現在その判決を待っている
状況です。犯行の残忍性・凶暴性・利己的な思考を踏
まえると死刑に値するケースだと思います。
　廃止派の方は、凶悪犯罪者が残酷で野蛮な罪を犯
したということを忘れているようです。冤罪を恐れ
て犯罪に対して適切な刑罰を与えないということが
あってはなりません。死刑に犯罪の抑止効果があろう
がなかろうが、死刑制度の必要性とは直接関係しませ
ん。世界では死刑廃止が主流といわれますが、その国
の文化に基づく考え方があり、他国の考え方に基づい
たやり方を押しつけるのは間違っています。
　凶悪犯罪は被害者だけでなくその家族にも多大な
被害を与えます。私達は、被告人が殺害を否認してい
る為、母はどのように殺害されたのかということがわ
かりません。ふとした瞬間に事件のことを思い出して
は悲しみと絶望感に引きずり込まれます。現在も暗鬱
な気分や倦怠感、気力の低下が続いており、事件前と
同じ様には生活できなくなりました。事件発覚後2 ヶ
月近くは毎日のように警察に呼ばれました。私達は県
外に住んでいたので、仕事を長期休職し、それぞれの
部屋を引き払って県内に転居し部屋を借りました。実
家は事件現場のため、現場保存と精神的な意味でも
住むことはできませんでした。
　その後、仕事も気力の回復の目処が立たず今年の

４月に退職しました。大切な家族をなくしただけでな
く、精神的苦痛、人生設計、仕事、家、安心して生活す
る権利を奪われてしまいました。将来、被告人が仮釈
放されたときのことを考えると、不安になります。こ
のような被告人には、再び社会に出てきてほしくあり
ません。

　私の父は、平成20 年、長年友人として付きあった男
に殺害され、滋賀県の山中に遺棄されました。父は、商
売をたたむ際に、その男に指南を受け、預金をその男
の口座に預けていました。犯人は、そのお金を父に返
せなくなり、父を山へ誘い出して殺害し、そのお金を
自分のものにしました。行方不明になった4 月から、
遺体が見つかるまでの7 か月間、私と母は本当につら
く、心細い日々を過ごしました。当初2 か月間は、家出
人とされ、警察は捜査せず、私たちは、私立探偵に依
頼しました。
　その後、警察による捜査が始まり、バラバラ事件の
報道があった日に、警察に呼び出され、DNA 鑑定用
に私の検体を採取されました。当時、私は、犯人の建て
たマンションに暮らしていました。それほど父と犯人
は仲が良かったのです。しかも、その男は、逮捕直前ま
でこのマンションに毎日出入りし、何食わぬ顔で過ご
していたのです。
　被害者の裁判参加制度の中で、求刑に関する意見
陳述を行った際、その求刑に、死刑以外の何があるの
か、私には想像がつきませんでした。意見陳述で犯人
の死刑を望むことに対して、良心の呵責が生まれるの
かと想像しましたが、裁判の準備や、実際の過程を経
て、そのようなことはみじんも思いませんでした。ま
た、そう思わなかったことを恥ずかしく思うような気
持ちも、一切ありません。高裁まで戦い、その犯人は無
期懲役になりました。無期懲役など、遺族にとっては、
本当にむなしいものです。
　1 人殺しただけでは容易に死刑にならないことも
わかっていますが、死刑にならない今の制度の方がお
かしいと思います。私が毎日一生懸命働いて払った税
金が、たとえ1 円でも、犯人を生き延びさせることに
使われていることが腹立たしくてなりません。
　死刑という言葉さえ自分の生活に全く無関係の人
たちが、声高に叫ぶ死刑廃止が、なぜ注目されるのか、
私にはよくわかりません。

残忍な犯人を絶対に許せない
鈴木 結衣（仮名）

元友人に殺された父
小菅英津子
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　私は、4 年前の平成21 年11 月に東京南青山で父親
を殺害されました。加害者は、25 年前にも妻を殺害し
た後で自宅に放火し、子供も焼き殺して20 年間服役
していました。しかも半年前に刑務所を出所したばか
りでした。上野で包丁を買い込み、強盗に入る家を物
色し、たまたま父の住むマンションに入り込み、父の
首を包丁で刺して殺害しました。
　2 年前の裁判員裁判による判決では、刑務所を出て
から半年後の犯行に言及し「2 人の命を奪った前科
がありながら、強盗目的で被害者の命を奪ったことは
刑を決める上で特に重視すべきである」として、求刑
通り死刑を言い渡されました。
　しかし、今年の6 月、東京高裁で開かれた2 審判決
で村瀬裁判長は、「一審判決は、妻子を殺害した被告
の前科を重視しすぎており誤りである」、と述べ、被告
が懲役20 年の判決を受けて服役した妻子殺害事件に
ついては「夫婦間の口論の末の無理心中であり、強盗
殺人事件との類似性はなく、更生の可能性がないと
は言い難い。前科を重視して死刑とすることには疑問
がある」として、死刑とした一審の裁判員裁判判決を
破棄して無期懲役を言い渡しました。加害者と被害
者では、人の命の重さに違いがあることがこの判決で
明らかになりました。3 人も殺した人間が、なぜ死刑
にならないのか憤りを感じます。
　裁判員の意見を、職業裁判官は無視したのです。職
業裁判官は裁判員裁判の意味をもっと重く、真摯に捉
えるべきではないかと思います。
　二審で裁判官は「前科を過度に重視しすぎである」
と言っていますが、加害者は、最初の事件で既に、2 人
の命を奪っているのです。もしも、初犯で死刑になっ
ていたなら、3 人目である私の父は被害に遭わずに済
みました。初犯の裁判で判決を下した裁判長は責任
を感じないのでしょうか。
　この裁判では、犯人は完全黙秘のため、私は事件に
ついて真相が分かりません。来る最高裁判決では、一
般国民の良識がよみがえることを期待しています。最
後に、警察、検察の方々にお世話になり感謝している
事を申し添えます。

　平成23 年9 月30 日、娘の「みさ」は今までになく、

連絡がないまま帰宅せず、翌日の土曜日の夕刻になっ
ても帰ってきませんでした。土曜の夜、警察署に行方
不明の届けを出しました。何らかの事件に巻き込まれ
たに違いないという確信の方が強かったのです。　　
　10 月6 日の夜8 時過ぎになって、警察の方が沈痛な
面持ちでお見えになり、娘が殺害された事実を告げら
れました。その時は、何もかもが一瞬にして止まった
ような、何時間も呼吸ができないように何かに押しつ
ぶされているような感覚でした。一気に涙がとめども
なく溢れ、悲しいとか辛いとかいうような単純な言葉
ではとても表現ができませんでした。
　その後、逮捕された犯人住田紘一の供述で、もっと
悲惨で悲しい事実を知ることになりました。娘は、最
初から強姦目的で倉庫に連れ込まれ、計画通り、抵抗
させないように力いっぱい殴り倒し、身動きがとれな
いように手錠をはめ強姦されたのです。そして犯人
は、最初から生きて返さぬと供述書にも謳っていると
おり、娘の胸を刃物で何度も何度も突き刺し、それで
もまだ娘は必死で命乞いをしたようです。そんな娘を
あざ笑うかのようにとどめに頸動脈を掻き切って殺
害したのです。
　遺体を布団にくるみ車に積んで大阪に帰り、シャッ
ター付のガレージを借り、逮捕されるまで倉庫の中で
黙々と遺体の解体作業を行ったのです。娘の遺体を、
頭、両手、両足、胴体の６つに切断しました。内臓を抉
り出し、肋骨をポキン、ポキンと小さく折り、肉片と骨
を区別し、肉片は大和川の欄干から投げ捨て、骨は近
所のゴミステーションの他の家族のゴミに紛らせて
捨てました。毎晩、毎晩、その作業を黙々と続け、最後
の胴体の一部だけが残った段階で住田は逮捕された
のです。
　逮捕1 年半後、今年の2 月5 日から裁判員裁判が始
まり、2 月14 日には死刑判決が言い渡されました。加

３人も殺害した人間がなぜ死刑にならないのか？
五十嵐 邦宏

殺人者の人権がそれほど大切か
加藤 裕司
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　先ほど、被害者の五十嵐さんが、ご自身の事件につ
いての話をしてくださいました。その事件では、第一
審の裁判員裁判において、被告人に死刑判決が下さ
れています。しかし、被告人が控訴をした上の東京高
等裁判所は、裁判員裁判で下された死刑という判決
を破棄して、無期懲役という判断を下しました。この
東京高等裁判所の判断は、裁判員裁判における死刑
判決を覆した最初の判断です。
　この判断が、正しいものとしてまかり通ってしまっ
た場合、裁判員裁判となって、刑事裁判に国民の一般
的な感覚が反映され死刑となるべき事案が、適正に
死刑と判断されたにもかかわらず、職業的裁判官によ
るオートマチックな先例に従うだけの杓子定規的な
判断に戻ってしまいます。今回の高等裁判所による判
断が、先例として認められてしまった場合、死刑を不
当に制限する考え、例えを挙げれば、殺害された被害
者が一人の場合には、なかなか死刑にはしないという
ような誤った考えが刑事裁判に蔓延していたように、
通常死刑とすべき事案においても、なかなか死刑にな
らず、本来、正義を守るべき刑事裁判において、正義の

実現がなされないという由々しき事態が生じてしま
います。
　まず、今回の事件に関して、控訴審が、裁判員裁判
の死刑判決を破棄して、無期懲役と判断した理由の
一つとして、先例の量刑傾向との同一性を重視したと
いうことがあります。しかし、裁判員による裁判とい
う新しい制度へと変わった以上、先例とは異なる判断
が出るということもあり得ることであり、違う判断を
するということ自体には、問題はありません。では、裁
判員裁判の考え方と先例の考え方が異なっていた場
合、どちらが尊重されるべきなのかというと、当時、司
法制度において改革が必要であると考えられ、裁判
員裁判制度が新たに設けられたということからすれ
ば、裁判員裁判における判断の方が尊重されるべき
です。裁判員によって、事実認定と法律の適用がなさ
れることに関しては積極的に認めるものの、刑罰を科
す場合、特に死刑という刑罰の判断においては、職業
裁判官の判断を優先すべきという考え方もあります
が、裁判員法は、裁判員の行うべきこととして、「事実
の認定」や「法令の適用」だけを挙げているわけでは
なく、「刑の量定」、すなわち、どのような刑罰を科すか
という量刑の点についても、裁判員の行うべきことと
しています。これは、元々、裁判員裁判制度が、一般国

3．弁護士の立場から

害者の弁護士は即時控訴しましたが、1 か月半後、住
田が直接控訴を取り下げたことから、死刑が確定しま
した。それだからといって嬉しく思えることなんか一
つもありません。どんなに願っても、みさと2 度と会え
ることができないのですから。
　私は、住田が死刑になるのは当然だと受け止めて
います。被告人が初犯で、殺人の数が1 人だけで死刑
判決になった例はない、とのことです。かつての永山
基準が立ちはだかっていました。最高裁が死刑宣告
を回避するために、裁判官、裁判長だけに都合の良い
基準、それが永山基準なのです。住田紘一の死刑判決
は、良識ある市民と裁判官、検事の手によって、裁判と
いう特殊な世界にあったものが一般社会に近づきつ
つあることを物語っています。これを当たり前にして
いかなくてはと思っています。
　世論の８割以上が死刑制度を支持しているにもか
かわらず、死刑制度に反対している弁護士や有識者
の方がおられるようです。死刑囚にも人権がある、と
いうのが常套句のようですが、人を虫けらのような扱
いで殺した殺人者の人権がそんなに大切なのでしょ

うか。殺された側には人権がなかったのでしょうか。
死刑囚に人権など最初からありません。意図的に人を
殺害した輩は、殺害したその時点から人ではなく、ケ
ダモノなのです。
　償いについては、被害者と被害者家族を納得させ
られるような償いでなければ意味がないのです。た
だ、刑に服せば償ったことになると勘違いされては困
ります。自らの死をもって詫びることが最低限の償い
なのです。
　更生の可能性があったはずの受刑者が、仮出所し
ている間に再犯する。情状酌量の余地で減刑を勝ち
取った受刑者が人を殺してしまう。それでも誰も責任
をとらないし、職を辞したという話を聞いたことがあ
りません。　
　この日本において、犯罪の被害者及び被害者の家
族の辛い思いを救える制度として、納得させられる制
度として、死刑制度以上のものができない以上、死刑
制度を廃止することはできない、というのが私の考え
です。

裁判員裁判における死刑判決の尊重について
弁護士 大沢 寿道
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民の健全な社会常識を反映させるために、裁判員の
量刑への関与も認めるものとして導入されたもので
あることから、当然認められています。にもかかわら
ず、今回の東京高等裁判所の判断は、先例の量刑傾向
に縛られ、安易に裁判員裁判の判決を否定していて、
国民の意見をないがしろにしています。
　もちろん、裁判員裁判といえども、もっともな理由
があれば、控訴審において、第一審の裁判員裁判の判
断が破棄されるということも認められないわけでは
ありませんが、今回の事件で言えば、破棄しなければ
ならい理由があるとは考えられません。
　また、この裁判官は、以前犯した犯罪と似たような
犯罪を再度犯したとしたら、それは、守らなければな
らない法律によるルールを軽く考えていて、更生する
可能性がないが、犯人が行った以前の犯罪は、無理心
中目的の殺人で、今回は、お金目的の強盗殺人だから、
更生の可能性があるということを言っています。2 人
殺して、刑務所に入って、刑務所から出た6 か月後に、
また、人を殺す。このような犯人のどこを見て、更生の
可能性があると判断したのか全くわかりません。
　また、「被告人は、仮出所中ではなく、真面目に服役
して全ての刑期を終えてその執行を終了した後であ
る」ということも挙げていますが、仮出所が認められ
なかったことからすれば、服役中に問題を起こしたと
も考えられ、死刑判決を破棄する理由には、到底なら

ないはずです。
　加えて、今回の控訴審の判断は、無期懲役刑と死刑
は、質的に異なるとして、死刑の判断を避けています
が、裁判員裁判制度において、刑罰に死刑となっている
罪名も対象とされており、別個に判断されるとはなっ
ていません。そのような事情の下、死刑と無期懲役の判
断は、質的に異なるとして、別に検討すべきものではな
く、一般国民より選ばれた裁判員が、死刑についても判
断できることになっていることから、やはり、裁判員裁
判の判決を破棄する理由にはなりません。

　
　少し古い昭和40 年代後半の事件の話をします。当
時、犯人の男は20 歳でした。オートレースやボート
レースに熱中し、勤務先、知人、高利業者からも借入れ
をしました。あげくに近所の主婦からもお金を借り、
その主婦を殺害し預金通帳などを奪って逃亡しまし
た。悪質な事案でしたが、犯人が20 歳と若かったこと
や、前科が無かったこと、事件後親族の説得を受けて
出頭したことなどの事情が考慮されて、無期懲役にな
りました。犯人は、約14 年9 か月で仮出獄を許されま
した。そして、仮出獄から3 年足らずの後、犯人は、訪
問販売を始めましたが、顧客の老婆をドライブに誘い

裁判過誤
弁護士 米田 龍玄
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出し、首にビニール紐を巻き付け窒息死させ、現金と
預貯金通帳を奪い去りました。犯人は、2 度も、身勝手
な理由で、人間の命を奪い去りました。
　１度目の事件で、死刑という選択肢は考えられまし
た。おそらく弁護人は、犯人が反省し、再犯を犯さない
と誓っているなどと弁論し、裁判官は、死刑にすべき
であった人間を無期刑に処し、結果、犯人が仮出獄す
ることになり、新たな犯罪を、新たな被害者を生み出
したのです。
　2 度目の事件で、前科を考えれば、当然に死刑が予
想されましたが、裁判所は、犯行場所が場当たり的で
計画性がないなどその他の点から、改善更生の余地
がないとまでは言い切れず、なお、いっぺんの人間性
が残っている。過去、仮出獄期間中に強盗殺人を犯し
た者は、皆死刑になっているけれど、それらの事例と
比較して悪質性が低いとして、極刑をもって望むこと
に一抹の躊躇を覚えると述べたのです。
　この裁判所の裁判官は、またもや無期懲役が相当
であると考えたのです。加害者の更生に言及するの
であれば、「犯人が再び犯罪をすることは絶対にあり
ません、私が保証します。もし更生せず再犯を犯した
なら、裁判官が責任を取ります。」と言わなければ、無
責任です。検察は、当然、控訴をしました。すると、高裁
は、一審の判断を維持し、無期懲役でよいと述べたの
です。2 度目の事件は、一審のみならず控訴審までも
が同様の判断をしました。
　こうしてみると、若年で司法試験に合格した直後
から裁判官エリートとして純粋培養された裁判官が
主権者たる国民の意思と乖離したおかしな考え方を
持っており、職業的裁判官だけでは、適切な判断がで
きないと言わざるを得ないのです。
　2 度目の事件は、検察が上告し、最高裁が取り上げ
たので、破棄差し戻しとなりました。差し戻し後の高
裁において死刑の判決がされています。
　平成21 年5 月から、裁判員裁判が始まり、これまで
のおかしな考え方をもった裁判官だけによる裁判の
悪弊が是正され、国民の考える正義を刑事裁判に反
映させる仕組みができたものといえます。
　裁判員裁判になってから厳罰化の傾向にあるとす
る見方があるようですが、国民の目が入った結果が今
の姿であるとすれば、過去の裁判官による裁判が国
民の考える正義と乖離していたというにすぎません。
　裁判員裁判によって適切な国民の意思が反映され
るようになり、その結果、五十嵐さんの事件では、一審
で、死刑判断に至ったにもかかわらず、控訴審は、裁判
官だけの判断で、過去の裁判例に照らして重いという

理由で、一審の裁判員裁判を覆したのです。
　裁判員を努める国民の負担を軽減が議論されてい
ますが、この東京高裁の判決は重い負担を負って判
決に至った裁判員を愚弄するものともいえます。も
し、この無期懲役の高裁判決が維持され、犯人が、仮
釈放され、再度、人の命を奪う結果になったときに、裁
判所の裁判官、更生の可能性があると主張した弁護
人、仮釈放を求めた刑務所長、仮釈放の決定をした地
方更生保護委員会の委員、全員、判断を誤ったのだと
いうこと、その結果、尊い人命が奪われるに至ったこ
とを肝に銘じ、その責任をとるべきなのです。
　手術のプロである医師が失敗をしたら、医療過誤
になります。裁判のプロである裁判官が判断を間違
えたのであれば、裁判過誤、仮釈放過誤というべきで
す。その場合、裁判官はその責任を負わなければなり
ません。

　最初に、死刑廃止・存置について割れている論点に
ついてお話しさせていただきます。私も存置派です
が、根拠がいろいろあると思いますので私の意見を聞
いていただこうかと思います。
　死刑制度に犯罪抑止力があるのかないのかという
ことですが、死刑廃止派の人が、フランスなどでは死
刑が廃止になっても犯罪率が上がらなかったことを
根拠に、「もはや社会学的には死刑に抑止力は無いと
いうことが前提となっている」と決めつけて言う方も
います。しかし、廃止して犯罪率が上がらなかったと
いうのは、データの取り方として不公平ではないかと
思います。問題は、抑止力ですから、人を殺そうと思っ

刑罰の目的と誤判の可能性
弁護士 佐々木 伸
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た人が母数で、死刑があるからやめようと思った人が
分子にこなければおかしいと思います。今まで死刑が
ない国に死刑を導入したのに犯罪が減らなかったと
いうデータがもしあったなら、それは一定の説得力を
持つかも知れませんが、少なくとも死刑を廃止したの
に減らなかったというのは全く根拠になっていない
と思います。
　刑罰の目的を刑法で勉強しますが、その中で法益
保護機能という言葉と人権保障機能という言葉が出
てきます。法益保護機能というのは、国民の生活を脅
かす犯罪者を処罰して国民の利益を守る機能と言わ
れています。刑法に法益保護機能があるということ自
体については、ほとんど争いはありません。すなわち、
刑罰の目的についてはおおむねコンセンサスが得ら
れているということです。刑罰の目的の定義からしま
すと、刑罰自体に抑止力があるのは当然の前提であ
り、そうであれば死刑だけを別意に解する根拠は特に
ないと思います。
　続いて、誤判の可能性ですが、あってはならないこ
とで、国家による殺人だけではなく、逮捕監禁でもこれ
は立派な刑法の犯罪です。ですからこれが死刑につい
てだけ特に語られる理由は、私は特に見いだせないと
思いますし、それは強い根拠にならないと思います。
　次に国民感情というものが議論の軸になることが
あります。これは我々存置派の立場からすると、国民
の86 パーセントが死刑存置を望んでいるのだからと
いうことを根拠にします。反対派の方は、法律という
ものは感情に流されて乱れてはならないのであると
いう意見がありますが、これは議論が倒錯していると
私は考えます。死刑というのは気分でやっているので
はなく法律で決めてやっていることです。法律という
のは議論を経て、最終的には多数派の意見が通るも
のが法律です。多数派ということは、すなわち国民感

情、コンセンサスが必要ということで、法律事項であ
るという以上は当然ことですので、議論にのぼるよう
な話ではないと私としては思います。
　以上、複数の論点について私の意見を申しました
が、それ以外に私が思っていることが一つあります。
私はJR 福知山線事故の指定弁護士といいまして検察
官役で約3 年半、公判をやってまいりました。ご家族
を亡くされた方と多く接して思ったことは、同じ事故
で同じように亡くなられた方でも、考え方というのは
いろいろあるということです。まずは存置派も廃止派
も謙虚でなければならないのは、被害者がこうあるべ
きだということを外から言うことに、非常に抑制的で
あるべきだと思います。被害者が１人亡くなるという
ことは、これは抽象的な話しではなくて１つの具体的
な事実です。それに対応して加害者を１人抹殺する。
これも抽象論ではなくて１つの個別の事態であると
思います。ですから、どういう場合にどういう効果が
発生するかということさえ明確であれば、選択肢は多
く柔軟であるべきだと考えます。そういった意味から
制度として死刑制度を廃止するというのはあり得な
い結論だと思います。

　憲法第31 条は、「何人も、法律の定める手続によら
なければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその
他の刑罰を科せられない」と定めていますので、法律
の定める手続きによって生命を奪うことが予定され
ています。憲法が死刑自体は認めているとすると、次
の論点は、死刑の執行方法である「絞首刑」が、「公務
員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ず
る」という憲法第36 条の「残虐な刑罰」に当たり、憲
法違反なのではないか、ということです。
　被告人に死刑判決が出る場合、その罪名は100％殺
人が関係し、必ず被害者の遺体があります。最近、裁
判員の女性が被害者の凄惨な遺体の写真等を見て
PTSD になったということで、国家賠償請求を起こし
た事がありました。被害者2 名の強盗殺人事件の裁判
員裁判で、被害者の夫婦それぞれの頭、首に多数の刺
し傷のある遺体が血の海と化した現場に横たわって
いる状況を写した写真、被告人が使用していた血だ
らけの軍手、被害者2 名の刺し傷を写したもの、頭と
首の模型を利用して示した刺し傷を写したもの等が、
裁判員に示されました。この女性は、法曹関係者では
ありません。それまでの人生では全く想像もできな

死刑と残酷な刑罰
弁護士 上谷 さくら
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　生きて償うという発想自体がおかしい。犯人がその
まま生き続けていくことがそのこと自体が被害者に
とって苦痛で、生きては償うことはできない。ただ生
きているだけというのは困る。被害者と同じように苦
しんでほしいと思う。今の絞首刑は残虐な刑罰にあた
らない。できるなら殺害された方法と同じ方法で死刑
執行してほしい。自分自身の死と向き合うことが必要
で、反省することと償うということは繋がらない。刑
を決めるのに検討すべき要素ではない。本当に真人

間になった犯人は死刑を受け入れるのではないか。

　犯人が更生できるから死刑にするなというが、更
生することに、責任とれるのか。責任をとる形が死刑
だと思う。更生ということを遺族としては全く求めて
ない。更正の可能性と償いは結びつかない。その主張
に違和感があるというのが被害者遺族の共通した意
見。過去を整理して、それが償うということ。償うとい
うことが埋め合わせるということ。裁判官は更生の可

４．パネルディスカッション（要約）

かったような衝撃を受けたのでしょう。被害者の辛さ
を受け止めようとしたからこそ、重いＰＴＳＤになっ
たのかもしれません。殺人事件の被害者の遺体という
のは、それほどまでに凄惨なものだと思います。ただ
し、この現実に目を背けて裁判をするべきではありま
せん。被告人の刑を決めるにあたり、被害の実態を正
確に把握することが最重要だと思います。裁判員への
配慮は、辞退を柔軟に認めることや、事後のケアで足
りると思います。この刑事事件は、検察から死刑求刑
があり、判決も死刑でした。
　平成13 年、社民党の議員が、死刑が執行された死刑
囚の首についた縄の跡の写真を衆議院の法務委員会
に持参し、「このような残虐な行為が死刑なのです、絞
首刑なのです、憲法に違反します」と言って法務大臣
に詰め寄ったことがありました。この死刑囚が殺した
のは3 人です。1 人目は保険金をかけて夜釣りに誘っ

て海に突き落として溺死させ、2 人目にも保険金をか
けて鉄棒で滅多打ちに叩き殺して車ごと谷底に落と
して殺し、事故を装って2000 万円を受け取り、3 人目
は金融業者で、返済の催促がくるために同じように鉄
棒で滅多打ちにして殺害し、海に捨てています。あす
の会の会員が、この議員に「被害者の遺体を見たうえ
で、死刑囚の遺体が残虐だ、憲法違反だというのか」と
詰め寄ったところ、無言だったそうです。この事件の
被害者3 名の遺体、死刑囚の遺体、合計4 名の遺体を
並べた時、死刑囚の遺体だけが際立って残虐だとい
えるのでしょうか。
　「せめて殺してから首を切ってください」と懇願す
る被害者に対し、生きたまま電動のこぎりで首を切断
して殺害した事件、仕事のトラブルの相手を殺害しよ
うと計画したものの失敗し、その人の妻と妹を拉致し
て山林に連れ込み、生きたまま粘着テープで拘束して
ドラム缶に入れ、ガソリンをかけて焼き殺した事件、
宝石店に押し入り従業員の女性６人の体を縛り、ガソ
リンをかけて火をつけて全員殺した事件、などこれは
ほんの一例です。
   死刑廃止を唱えるのであれば、まず被害の実態を
詳細に把握し、むごい遺体と向き合うべきです。その
遺体が自分の家族であっても、「加害者には生きて
償ってほしい、そのために税金を払うことを惜しみま
せん、仮に出所したら社会から隔絶されて再犯に走る
ことのないよう、加害者の隣に住んで家族ぐるみでお
付き合いします。」と胸を張って言える人だけが主張
していいのだと思います。
　被害者の遺体は尊いものだと思います。そのご遺体
を前にして、絞首刑が残虐な刑罰だなどという議論は
何の意味も持たないように思います。

生きて償う

更正の可能性
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能性をすぐ認めているというところが引っかかる。将
来のことは誰も分からないのだから、それを死刑の
判断の要素の中にいれるというのは誤っているので
はないか。犯罪に対して責任をとる形が死刑だと思
うので、更生ということに関しては遺族としては全く
求めていない。

　何をしても死刑なのだから謝っても仕方ない、だ
から謝罪もしないというスタンスになってしまう犯
人もいる。制度をなくしてしまっては選択できない。
選択肢は多く柔軟であった方がいい。
　更生とか反省するとかいうことと死を持って償っ
てもらうということとは別問題ではないか。命あるそ
の人に対して死刑を求めると言うことは、まさに求め
る側、遺族の方が人の命をないがしろにしているの
ではないか、軽んじているのではないか、という反論
もあるが、命を軽んじるということにはならなくて、
犯行に見合う刑罰を下すという事である。人の命を
軽んじているのではなくて人の命が大事だからこそ
悩み抜いて命を懸けて、死刑判決を出されたのでは
ないかと思う。手続きを経て判決が出たものは決し
て命を軽んじているのではなくて、人の命を重視し
ているからこその死刑判決だと思う。

　死刑のような重たい判決を出したくない。だから
出さずに済ませられる方法の理屈だけを並べ立てて
いるというのが判決である。根本的な問題として、裁

判官の養成に問題があるのでは。裁判官は「ごめんな
さい」と言ったことがあるのか。一番改めるべきは裁
判官ではないか。裁判官の発想は被害者と被告人の平
等ではなく、被告人間の平等である。過去の被告人と
の刑罰の公平を言っているので、過去の先例との一貫
性が大切であるという意味である。今までは職業的裁
判官だけであったのが、裁判員が入ってきたわけだか
ら判断の結果が変わってくることは当然である。裁判
員裁判は職業裁判官のみの裁判が国民の意識から離
れているから始まったもの。新しい制度にしたのに制
度導入前に合わせるという事は制度矛盾ではないか
と思う。

　法廷刑自体が余りにも幅がありすぎる。人を殺せば
死刑とそれだけに決めてくれれば何も悩むことはない
ではないか。今の裁判の刑の基準が杓子定規すぎてそ
ちらが問題なのではないか。それがまずいから裁判員
裁判を作ったはずだが、なぜ五十嵐さんのような事態
がおこるのか。最高裁の司法研修所の指針の中に「過
去の裁判の一般的な傾向に充分留意すべきだ」と書い
てある。明らかに裁判員制度の否定である。裁判所だ
けで通じる論理が成立して、まさに司法のガラパゴス
化になっている。僅かに生身の血の通った人間がそれ
ぞれの事件をどういうふうにどういう事件だったかそ
れぞれ見て判断しているわけだからその判断を重視
しなければいけない。今までの裁判所の論理で覆すと
いうのはとんでもない誤りだと思う。死刑廃止論者が
裁判官になっている割合が高いのではないかと思う。

死刑について

裁判官の姿勢

今の裁判の刑の基準が杓子定規
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　諸澤先生がされるはずでしたが、ご欠席になりまし
たので、私の方から総括と言うことでお話させていた
だきます。
　死刑制度の廃止は、世界の趨勢、潮流などとよく言
われます。世界に約200 カ国ぐらいありますが、その
内141 カ国が廃止、57 カ国が存続であります。そうす
ると、特にヨーロッパ諸国からは日本も死刑を廃止す
べきだ、国連からも廃止してはどうかとよく勧告を受
けるわけです。しかしこれは、ちょっと国際法上問題
があるのではないかと私は思います。やはり国際社会
というのは主権国家です。主権国家は平等でありま
す。その時に内政に干渉してはいけないというのが国
際法の大原則であります。死刑にするかどうかは、ま
さに単純な司法制度の問題ではなくて、各国の独自の
文化に根ざした司法制度の中として死刑制度がある
と私は思います。日本では国民の85.6% が死刑制度に
賛成しています。これはどういうことかというと、社

会の秩序を維持したり、あるいはその国の倫理的な文
化を維持していくためには、どうしても死刑制度が必
要なんだと、そう国民が考えたことの証じゃないかと
思います。
　古い話ですが、江戸時代には仇討ちということが法
制度として認められていたわけです。当初は武士の面
目を保つということで作られたようですが、実際には
市民一般に広がっていました。一般の市民もそれを支
持し、賞賛していたわけです。明治6 年までそれが続い
ておりました。こうしたことからも、日本人、あるいは
文化、精神構造の中では、人の命を奪った者に対して
は、場合によっては、命を持って償ってもらわないと
いけないとそういう道徳観が根付いていると思いま
す。遺族が死刑を求めるというのは、まさにそういっ
た道徳的価値観に裏付けられた国民の応報感情を断
言していると私はいつもそう捉えています。従いまし
て他国からどうのこうのと言われたからと言って、我
が国が制度を変えるということは我が国が主権国家
であることを放棄することになると考えております。
　次に日本の文化に根ざした死刑制度はこれからも

５．総　括

死刑をしない方が美しいみたいな世の中の論調がど
うもあるみたいに思う。国民の意思はどうなのかとい
うことを裁判官自らがきちんと受け止めてほしい。
　検察官は被害者のためになっているかというとや
はり基準で合わせる。犯罪被害者の痛みを分かってい
る人に裁判官になってもらいたいけれども現実はそ
うでない場合が結構ある。感情論か死刑にしたくない
という思いから単に言っただけで理由が理路整然と
していない。加害者と被害者との罪の重さと罰の重さ
をバランスとるのが弁護士がつけている秤のバッジ
ではないのか。

　誤判の可能性があるから死刑は廃止すべきだ。誤
判の問題と死刑がリンクしているというのは論理的
におかしい。量刑の判断においては先例を踏襲する悪
癖がある。事実認定そのものにおいて裁判官の能力は
認める。裁判員は明らかに罪を犯したのは明白だとい
うことが前提の上でその刑罰をどの程度にしようか
と言うことに参加すればいい。社会の秩序を守るため
には刑罰という制度が有効であり、刑罰自体の存在は

認めている。重罪に対しては適正な処罰であるという
ことが示せるので、死刑制度があることでプラスの価
値の方がある。
　誤判の危険性というのは、疑わしきは被告人の利益
という原則を徹底することで防げる。取り調べの可視
化、科学捜査という点で防いでいける。誤判の可能性
が全然ないのに、死刑をなくすという理由にはならな
い。現に冤罪が起きていることは、存置派にとって一
番弱いところ。廃止派にとって弱いところは被害者感
情である。被害者も冤罪は望んでない。犯人は処罰し
てほしいと思うのである。死刑は重いけど無期は軽い
という発想で言われるが、無期も30 年以上は務めなけ
ればいけない。この間、人生を奪われたということは
変わらない。誤判は刑事罰全部に付随する問題であっ
て、死刑だけに限らない。冤罪のリスクがあったとし
ても、現状死刑という制度は維持すべきだ。疑わしき
は被告人の利益という方向から誤判にならないよう
にすべき問題であって、死刑そのものを廃止すべきだ
というのは論理の飛躍。冤罪の可能性よりも本来死刑
になるはずの者が無期懲役になっていることに問題
があるのではないか。だからこそ裁判員制度ができた
のであってこれを否定するような判決はおかしい。

誤判の可能性

日本の文化に根ざした死刑制度
弁護士 高橋 正人
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６．閉会挨拶

　我が国では、死刑制度について論じられる場合、

廃止論者の主張に対し、存値論者の反論という図式

で議論が進められてきたのではないかという印象を

私は持っております。

　本日の会は、死刑廃止論者に対する反論の会では

なく、親族の命を奪われた被害者遺族の心からの叫

びを通して、それに匹敵する罰とは何かを真摯に考

えてもらうために犯罪被害者自らが企画しました。

死刑制度を存置する必要性を、当事者の言葉を通し

て皆様に理解してもらう事こそが、最も重要な点で

維持されていくかということですが、今日のディス
カッションで共通の認識ですが、裁判官の資質、特に
高裁の資質に帰着すると思いますが、ただそれを言っ
ても仕方ない。現実を見ていかないといけないと思い
ます。
　私が初めて被害者参加裁判を受け持ったときは、
二十歳になる娘さんが中学生のころからの知り合い
に殺された事案でした。自首しました。捜査段階から
自白しています。過去の相場から考えても死刑にはな
らない事案でした。しかし私は死刑を求刑させてもら
いました。この時に私は、2 つのことを言いました。私
が裁判長だとすると皆さんから見て右側が左陪審と
いいます。裁判長からみて左側に座っています。そし
てこちら側が右陪審です。裁判長は20 年以上のキャ
リアがあります。右陪審には5 年から10 年以上のキャ
リア、左陪審には1 年から2 年くらいの裁判官という
のが構成として多いです。私は2 つのことを言った
のです。被害者参加制度は平成20 年12 月1 日から施
行されました。事件は平成22 年です。平成20 年11 月
30 日までは被害者は記録を見られなかった。公判の
期日も教えてもらえなかった。判決文すらもらえな
かった。それが12 月1 日から変わりましたと申し上げ
たら、裁判員は全員びっくりして聞いていました。裁
判官たち3 人はしかとしているのです。そんなこと分
かっている、やばいなという顔をしているのです。続
いて二つ目のことを言いました。罪にも反省して償え
る罪と償えない罪があります。障害とか財産犯であ
れば被害を弁償し、あるいは傷も完治し100 回謝れば

ひょっとしたら許すかも知れない。しかし殺人と心の
殺人である強姦はそうはいかない。これはどんなに償
おうが反省しようが更生しようが償えないじゃない
か。反省していただくのは大いに結構だが、しかし反
省したからって何なんだ。亡くなった娘さんは返って
こない。だから罪を、命をもって償ってほしいのが遺
族の気持ちだと申し上げた訳であります。そうしまし
たら、9 人の裁判官の判断は明確に二つに分かれまし
た。裁判員全員が頷いておりました。左陪審は身を乗
り出すように頷いて聞いておりました。裁判長は大き
く首を横に振っておりました。私はこれを見まして、
やはり裁判員制度を作らなければだめだ、これは維持
しなければいけないと思いました。更に左陪審の反応
をみましてこれから担っていく司法、若い裁判官に私
たちは期待できるんじゃないかなと思ったわけです。
今日はどうもありがとうございました。

閉会の言葉
代表幹事代行　林 良平
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●死刑制度に賛成。殺人を犯した時点でもうその犯人は生きている価値がないと思う。被害者にした同じ

方法で執行し、被害者と同じ恐怖、痛み、苦しみを受ければ自分の犯した罪の重さに気づくと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10 代　女性　中学生

●死刑制度には賛成。ニュースでは結果しか見ていなかったが、報道されていない部分の被害者の考え方、

想いがわかり涙が出た。ゼミの研究で、犯罪被害者等基本法の立法過程について調べていてあすの会を

知った。基本法が制定されても、被害者等は精神的に普通の生活ができていない状況がわかった。法学部に

て勉強中で、1 回生の時に死刑廃止について議論したが、私も家族も被害者ではないが死刑存置派で、今日

の会でやはり日本においては、死刑制度は置いておくべきだと思った。　　　　　　    20 代　女性　学生

●死刑制度には賛成。冤罪の可能性と死刑制度存置についての悩みは更に深まった。 30 代   男性   弁護士

●日本の死刑制度の存続について議論されるが、被害者の実情を知らずに死刑制度の廃止を唱える人や団

体には嫌悪感を覚える。被害者の人権・尊厳が確立されていない今、死刑廃止論を唱えることは順番が逆

ではないかと思う。今、加害者の人権を論じる余地はないと思う。　　　　　　　　 　　　　 40 代　女性

●死刑制度には反対。被害者の生の声には重みがあり考えさせられた。いずれにしても、死刑に関する情報

が少なすぎると思う。公開について議論されるべきだと思う。遺族にも期日を教えられない死刑に意味が

あるのか。裁判員が無罪・無期としても尊重すべきか。　　　　　　　　 　　　　　50 代　男性　弁護士

●死刑制度には賛成。被害者遺族の悲痛な叫びを聴き、死刑制度の存続のみならず犯罪被害者を支援する

国家制度の充実が特に必要であると感じた。　　　　　　　　　　　　　　　　     50 代　男性　公務員

●死刑制度には賛成。犯人の人権ばかり言われるが、被害者の人権はどこにあるのか。弁護士・裁判官も自

分の家族が被害にあったらどうなるのか。よく考えてみてほしい。　　　　　　　　 　　　   60 代　女性

●死刑制度には反対。被害者遺族加藤さんの明確な論理立てには感服した。しかし、死刑制度そのものにつ

いてはやはり納得できない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    60 代　男性　弁護士

●死刑制度には賛成。凶悪犯罪被害者の声は重い。聞いていて体が震えてきた。この被害者の苦しみに裁判

所は答えなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　 　60 代　男性　弁護士

あると私は確信しています。

　今日の議論がここで途切れずに、国民全体の議論

アンケートから

アンケートにご協力ありがとうございました。

としてさらに広がる事を期待して、本日の大会を終

了致します。
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経済補償制度について白井弁護士に相談しアド

バイスを受けた。

第 138回関西集会

松村代表幹事は第 12回「犯罪被害給付制度の拡

充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。髙橋・渡辺副代表幹事が随行した。

第 120回幹事会

ニューズ・レター 45号発行

第 120回関東集会

第 139回関西集会

第 121回関東集会

伊藤会員が大阪府警察学校専科教養部の警部補

の学生に「各警察署にて、犯罪被害者を支える窓

口支援担当官へのお願い！」の講演をした。

林代表幹事代行は近畿管区警察学校の学生 400

名に「被害者家族の思い」の講演を行った。

松村代表幹事は第 13回「犯罪被害給付制度の拡

充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。後藤弁護士・渡辺副代表が随行した。

髙橋 (正 )副代表幹事は法務省における「平成 19

年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会（第 3

回）に出席した。大澤弁護士が随行した。

第 55回全国矯正展へ展示参加した。

 

第 140回関西集会

岡本会員がＮＰＯ法人 被害者支援センターかが

わより依頼を受けて、被害者の立場から講演した。

日弁連死刑廃止検討委員会事務局長小川原優之

弁護士による法律新聞「死刑廃止ついて全社会的

議論を呼びかけます」に対する高橋 (幸 )幹事の

反論が同誌に掲載された。

第 121回幹事会

第 122回関東集会

日本維新の会西野弘一議員その他議員からヒア

リングを受けた。大崎、岡本、西木、山田会員

が被害者の実情を訴えた。松村代表、渡辺・高

橋副代表が随行した。

第 141回関西集会

松村代表幹事は第 14回「犯罪被害給付制度の拡

充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。渡辺副代表が随行した。

林代表幹事代行は近畿管区警察学校の学生 373

名に「被害者家族の思い」の講演を行った。

第 123回関東集会

第 122回幹事会

髙橋 (正 )副代表幹事は法務省における「平成 19

年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会（第 4

回）に出席した。

岡本会員が平成 25年度石川被害者等支援連絡協

議会講演会にて被害者の立場から講演した。

第 142回関西集会

松村代表幹事が法律新聞にあすの会の紹介文を

投稿し掲載された。

林代表幹事代行は近畿管区警察学校の学生 200

名に「被害者家族の思い」の講演を行った。

渡辺保副代表幹事が神奈川県犯罪被害者支援ボ

ランティア養成講座にて講師を務めた。

第 143回関西集会

第 123回幹事会

松村代表幹事は第 15回「犯罪被害給付制度の拡

充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。渡辺副代表が随行した。

坂口会員が「被害者の視点を取り入れた教育」の

一貫として豊ヶ岡学園にて講演した。

日弁連死刑廃止検討委員会事務局長小川原優之

弁護士による法律新聞「死刑廃止ついて全社会的

議論を呼びかけます」に対する高橋幸夫幹事の

反論第２段が掲載された（20日発行分と上下に

分割）。

高橋 (幸 )幹事が日本精神科看護技術協会の依頼

により犯罪被害者の権利について講義した。

第 124回関東集会

2月 8日に法務大臣に答申された改正少年法に対

して、あすの会では会員にアンケートを取るな

どして見解を纏めた。（HPに掲載）

あすの会 in関西「凶悪犯罪被害者の叫び－死刑制

度を考えよう－」をクレオ大阪西にて開催した。

澤田会員が静岡県「犯罪被害者等支援担当者研修

会」において講演した。

4 日

7 日

10 日

14 日

19 日

21 日

5 日

18 日

22 日

25 日

29 日

30 日

31 日

2 日

5 日

7 日

 9 日

15 日

26 日

7 日

10 日

11 日

20 日

21 日

25 日

30 日

4 日

23 日

29 日

30 日

1 日

8 日

9 日

10 日

13 日

18 日

21 日

23 日

28 日

1 日

2013 年４月

2013 年８月

活動報告　2013 年４月〜2013 年10 月

2013 年５月

2013 年６月

2013 年６月

2013 年９月

2013 年10 月
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髙橋 (正 )副代表幹事は法務省における「平成 19

年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会（第５

回）に出席した。岡村弁護士、松村代表幹事、

渡辺副代表幹事が随行した。

第 144回関西集会

伊藤会員が近畿管区警察学校の学生 400名に「犯

罪被害者を支える警察機関へのお願い」の講演

をした。

第 125回関東集会

林代表幹事代行は「堺　自由の泉大学」の｢男女

共同参画市民啓発講座｣ で講演を行った。

松村代表幹事は第 16回「犯罪被害給付制度の拡

充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」

に出席した。高橋・渡辺副代表が随行した。

第 124回幹事会

3 日

6 日

17 日

19 日

20 日

23 日

27 日

●

 
  

至 

信
濃
町

至 

乃
木
坂

至 渋谷 青山一丁目駅

東京メトロ銀座線・半蔵門線・
都営大江戸線 出口４

至 

六
本
木

青山ツインタワー
赤坂

郵便局
カナダ
大使館

高
橋
是
清
翁

記
念
公
園

至 赤坂見附

草月会館

ドイツ
文化会館

第１３回 全国犯罪被害者の会（あすの会）大会

死刑制度を考えよう～こんな判決で良いのですか～

　社会を震撼させる凶悪犯罪事件は後を絶ちません。犯罪被害と無縁の幸せな人たちが、死

刑廃止をはじめ犯罪者のための様々な活動を積極的に行っております。その上、高等裁判所の

判決で、一審の裁判員裁判での死刑判決が破棄され無期懲役に減刑されることが続くなど私た

ちには納得できないことばかりです。

　犯罪被害者が、どれほど口惜しい日々を送っているか私たちの声を聞いてください。

　そして一緒に議論してください。

　皆様のご来場をお待ち申し上げております。（事前申込み不要・参加料無料）

　　【日時】2014年 1月 25日（土）12:30開会（12：00開場）

　　【会場】ドイツ文化会館内　OAGホール

アクセス： 青山一丁目駅（地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、都営地下鉄大江戸線）出口４番を出て青山通りを赤坂見
附方面に進み、草月会館と高橋是清記念公園の間の道を右折して 100ｍ



関東集会報告　  第120 回～第125 回（平成25 年4 月～10 月）

関西集会報告　  第133 回～第144 回（平成25 年４月～10 月）
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幹事会報告　  第120 回～第124 回（平成25 年4 月～10 月）

幹事会、関東・関西集会 報告

　第120 回から第123 回までは、主に9 月開催の「あ
すの会in 関西」に向けて検討し、被害者5 人の選任、
弁護士4 人の発表者などプログラムを作成した。運営
については関西集会に一任した。また、内閣府「犯罪
被害者給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に
関する検討会」の進捗状況の確認と今後の方針につ
いての話し合いをした。少年法について法務大臣に
答申された内容について検討した。
第124 回からは、平成26 年1 月の東京大会に向け

ての検討を始め、平成26 年1 月25 日（土）東京青山
OAG ホールでの第13 回大会の開催を決定した。被害
者5 人と弁護士4 人の発表とし、会場との討論も行う
ことにした。
　当会発足メンバーである宮園誠也幹事が一身上の
都合で7 月末日をもって幹事辞任の意向を表明され
承認された。これまでの功績に感謝し和やかな送別
会をもって労をねぎらった。長いことありがとうござ
いました。

　幹事会報告として、前年度より引き続き経済的補
償制度の進捗状況説明、改正少年法の問題点、被害者
参加3 年後見直しの意見交換会の様子などが伝えら
れた。その他司法関連のニュースを基に討論するな
ど会員の意識向上の場になった。それと共に会員の
意見を聞いたり、交流したりする、近況（思いのたけ）

を話す場でもある。会員同士だからこそ理解しあえ
る、共感しあえることが沢山ありお互いに癒されてい
ると感じられた。
　ただ、参加者の顔ぶれが限られてきており、出来る
だけ多くの会員の参加が望まれていたところ、関西
から2 人の会員が転入し新風を吹き込んでくれた。

　ＮＬ44 号で報告の通り、被害者参加制度を利用し
た裁判を実際に傍聴し、参加制度を利用された方々
から意見を聞いて、改善すべき点を挙げていくこと
にした。
　神戸市と堺市で被害者支援条例が可決制定され
た。担当部局の方より内容説明をして頂いた。また明
石市では被害者支援条例の画期的改正に向け検討中
であるとの報告もなされた。7 月集会では、裁判員裁
判で死刑判決がなされたのに6 月20 日東京高裁で破

棄された件について討論した。「国民の視点を取り入
れる」という司法制度改革の原点を無視したものだ。
被害者が何故翻弄させられるのかなど多数意見が出
た。
　あすの会in 関西の実施が幹事会で決議されたの
を受けて、関西集会での取り組みを話し合い、全員が
黒衣役に徹して会を成功させるために役割分担をし
た。翌月の集会では反省等も含めて話し合った。
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【会員・特別会員】
　会員は、生命・身体に関わる犯罪被害者及びその近親者
で、当会に入会申込書を提出し、幹事会が認めた方に限り
ます。また、当会設立の趣旨・目的に賛同し、その実現に熱
意を有する、幹事会が特に承認した方は、特別会員として
入会することができます。

【報道】
　当会の活動は、マスコミを通して積極的に報道しても
らいますが、プライバシーは十分守ります。会員の希望に
より、匿名・映像カット等の措置をとります。また、会員の
承諾なしに会の知り得た情報は漏らしません。プライバ
シーの保護には十分留意いたします。

　当会は、会費を徴収しておりません。事務運営、事務管
理、ニューズ・レター発行、郵便、通信料などの諸経費は、
発足以来、すべて支援者の寄付で賄われています。
　ご寄付いただきました方々には、改めて厚く御礼申し
上げます。引き続き皆様のご支援を心よりお願い申し上
げます。

運営の基本

会　計

寄付金のお振込先
ゆうちょ銀行

00170-6-100069［あすの会］
〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座0100069

（他の金融機関からの振込用口座番号）

三井住友銀行 丸ノ内支店 （普）6577163
「あすの会 代表幹事 松村 恒夫」

三菱東京UFJ 銀行 丸の内支店 （普）2149873
「あすの会 代表幹事 松村 恒夫」

　当会では、被害を受けた方が法廷で心細い思いをし
ないように、付き添いサービスを行っています。付添人
は、当会が依頼したボランティア・会員の人たちです。
　付き添いを希望される方は、事務局までお問い合わ
せください。その際、下記の点についてお聞きすること
になりますので、お手元に資料をご用意くださいますよ
うお願いいたします。

 ●犯罪被害者名
 ●主な縁故者と被害者の関係
 ●被告人名
 ●裁判所名・公判係属部
 ●前回の公判日（傍聴券必要の有無）
 ●次回の公判期日
 ●付き添いを希望する者への希望（年齢等）
 ●起訴状のコピー送付の可否

※調整がつかない等ご要望に添えない場合もあります
ので、あらかじめご容赦ください。

法廷付き添いのご案内

事件を思い出す裁判傍聴に
                  私たちが付き添います！

電話による無料法律相談

　弁護士による無料の法律相談を毎週水曜日に
行っています。
　生命・身体に関わる犯罪被害にあわれた方、および
そのご家族でお困りの方は、お気軽にお電話ください。

時間：PM1:00 〜 4:00
電話：03-6434-5348

ニューズ・レターに対する皆様のご意見・ご感想をお寄せください。また、取り上げてほしい記事などがございましたらお知らせください。よろしくお願い申し上げます。

本誌は（公財）矯正協会刑務作業協力事業部から助成を受けて作成しました。

編集後記

　今回はin 関西「凶悪犯罪被害者の叫び」特集号です。
本年1 月26 日に開かれた第12 回大会に引き続き死刑制
度をテーマにしました。犯罪被害者の立場でいえば、凶
悪犯罪者に死刑判決があって当然だし、法に則って執行
して欲しいと考えます。

　裁判員裁判の死刑判決が、東京高裁で2 件続けて無期
懲役に減刑されるなど看過できない状況です。職業的裁
判官は、裁判員裁判制度が導入された意味と犯罪被害者
の想いを良くかみしめて裁判に臨み、判決を出してもら
いたいものです。
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